
特定都市河川の流域界 菊川水系

○ 特定都市河川流域に指定された土地の区域内における雨水浸透阻害行為は、特定都市河川流域の指定後、直ちに許可の対象となる。このため、特定都市河
川流域を指定する際の流域界は、精緻に定めること必要である。

○ このため、詳細な地形図を基に流域界を確認した。

特定都市河川流域（分割位置図）
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本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。
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